
令和年月日 木曜日 (第号付録) 月目録官 報

日

号
外

ペ
ー
ジ

〇
個
人
情
報
保
護
委
員
会

一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

二
四
65
二
三

二

特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
そ

の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
安

全
の
確
保
に
係
る
重
大
な
事

態
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四
65
四
一

〇
運
輸
安
全
委
員
会

一

運
輸
安
全
委
員
会
運
営
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
一
74

〇
原
子
力
規
制
委
員
会

二

原
子
力
規
制
委
員
会
組
織
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
〇

二

訓

令

〇
内

閣

府

二

内
閣
府
政
策
統
括
官
の
職
務

分
担
に
関
す
る
訓
令
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

三
一
特30

〇
法

務

省

一

意
見
の
聴
取
を
行
わ
せ
る
入

国
審
査
官
及
び
意
見
の
聴
取

を
行
わ
せ
る
難
民
調
査
官
を

指
定
す
る
訓
令
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

三
〇

三

二

検
察
庁
事
務
章
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

三
一
特29

三

社
会
復
帰
調
整
官
証
票
規
程

等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三
一

二

告

示

〇
内

閣

府

九

内
閣
府
本
府
の
保
有
す
る
行

政
文
書
の
開
示
に
係
る
権
限

又
は
事
務
の
一
部
に
つ
い
て

委
任
し
た
件
の
一
部
を
改
正

す
る
件

三
一
74

一
〇

内
閣
総
理
大
臣
の
所
掌
に
係

る
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
第
四
章
第
一
節
か
ら
第
三

節
ま
で
に
定
め
る
権
限
又
は

事
務
の
一
部
に
つ
い
て
委
任

し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件

三
一
74

一
一

内
閣
府
本
府
所
管
の
補
助
金

等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の

一
部
を
都
道
府
県
の
知
事
が

行
う
こ
と
と
す
る
件

三
一
74

一
二

原
子
力
発
電
施
設
等
緊
急
時

安
全
対
策
交
付
金
交
付
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
一
特29

一
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
五
十
一
条
第
七
項
第

一
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
交
付

金
に
係
る
基
準
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
一
特29

一
四

特
定
教
育
・
保
育
、
特
別
利

用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、

特
定
地
域
型
保
育
、
特
別
利

用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用

地
域
型
保
育
及
び
特
例
保
育

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

三
一
特29

〇
内

閣

府
、
総

務

省
、

法

務

省
、
外

務

省
、

財

務

省
、
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環

境

省
、
防

衛

省

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
設
立
団
体
等
の
証

明
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る

件
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施

行
令
第
四
十
条
の
四
第
二
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
主

務
大
臣
の
証
明
及
び
認
定
に

関
す
る
手
続
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

三
一
特30

〇
内
閣
府
、
財
務
省

四

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法

第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の

規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が

定
め
る
も
の
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

一

三

五

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法

施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
く
沖
縄
振
興
開

発
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
一

条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
災

害
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件

八

二

六

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法

施
行
令
第
二
条
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
の
指

定
す
る
も
の
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

三
一
74

七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法

施
行
令
第
四
条
第
一
号
ニ
の

規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が

指
定
す
る
感
染
症
等
を
定
め

る
件

三
一
74

〇
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省

一

厚
生
労
働
省
関
係
総
合
特
別

区
域
法
第
五
十
三
条
に
規
定

す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係

る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
措

置
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
一
74

〇
内
閣
府
、
経
済
産
業
省

一

沖
縄
の
中
小
企
業
の
経
営
革

新
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を

改
正
す
る
件

三
一
74

〇
宮

内

庁

二

令
和
四
年
歌
会
始
の
お
題
を

定
め
ら
れ
た
件

二
六

五

〇
国
家
公
安
委
員
会

七

道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車

専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件

五
48

三

八

〃

一
九

二

九

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等

を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す

る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産

の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
事
項
に
変

更
が
あ
っ
た
公
告
国
際
テ
ロ

リ
ス
ト
を
公
告
す
る
件

二
九
特26

一

〇
国
家
公
安
委
員
会
、
総

務

省
、

財

務

省
、
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環

境

省
、
防

衛

省

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
二
十
条
第
二
十
六
項
第
一

号
又
は
第
二
十
二
条
の
二
十

三
第
二
十
六
項
第
一
号
に
規

定
す
る
試
験
研
究
機
関
等
の

長
又
は
当
該
試
験
研
究
機
関

等
の
属
す
る
国
家
行
政
組
織

法
第
三
条
の
行
政
機
関
に
置

か
れ
る
地
方
支
分
部
局
の
長

の
行
う
認
定
に
関
す
る
手
続

に
関
す
る
告
示
等
の
一
部
を

改
正
す
る
件

三
一
特30

〇
金

融

庁

九

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十

二
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て

紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
関
す
る
件

一
二

二

一
〇

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令

第
三
条
の
二
第
四
号
及
び
第

七
条
の
二
第
四
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
と
し
て
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
件

一
九

三

一
一

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令

第
七
条
第
三
項
及
び
第
八
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
う

ち
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

者
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め

る
取
引
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
件

一
九

三
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